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中小規模施工者のモデルの閲覧技能習得の講習会について
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R5原則適用の開始にあたり、中小規模施工者が３次元モデルの閲覧をできるように全国で
講習会を開催する。

到達目標 設計成果物の３次元モデルを開いて、閲覧できるようになること。

講習内容 1. 設計成果物の３次元モデルの無償ビューワソフトでの開き方及び
基本操作方法（視点移動、拡大縮小）の実習

（希望があれば以下を実施）
2. CADソフトの紹介
3. ICT土工用の３次元データの作成方法

講習参加者 各社２名（監理技術者相当の方＋普段２次元CADを使用している方）※兼任1名でも可
CADを扱う方向けの講習にCADを使用しない方が参加するなど、講習会のミスマッチが生じることがあり、注意が必要。

業界団体への協力依頼

（全建、道建協）全国の中小規模事業者が技能習得できるよう講習会の開催について、協力をお願いします。

（OCF、BSJ）研修コンテンツの作成について、協力をお願いします。

※講師については、国交省で協力予定


